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本件の経過は次のとおりである。 

法人（運輸業，郵便業、従業員数約 200 人）の従業員が組織する組合（企

業別組合、組合員数約 40 人、以下「本件組合」という。）は、本件組合を脱

退したＡをユニオン・ショップ協定に基づき解雇するか否かについて、会社

と団体交渉を重ねたが、同協定の効力発生要件である「労働者の過半数代表

の定義」をめぐり、労使が対立して交渉が行き詰まったことから、31 年４月、

本件組合が都道府県労働委員会にあっせんの申請を行った。 

組合は、次のとおり主張した。「ユニオン・ショップ協定は有効であり、

組合人事への不当な干渉をやめていただきたい。」「脱退したＡは第二組合

を結成し、半数以上の組合員が同組合へと移籍したことで本件組合は弱体化

が進行している。」 

法人は、次のとおり主張した。「ユニオン・ショップ協定は無効であり、

組合人事への干渉は行っていない。」 

あっせん員（公労使各１名）が指名され、あっせん開始後に本件組合が同

組合の役員Ｂに対する処分の際に法人がＢに対し役員辞任を促したとして調

整事項を追加し、労使の対立が深まる中、あっせんが行われた。本件組合が

過半数を代表しているか否かについて、同組合は、正社員数で判断すべきで

あると主張し、他方、法人は、管理職を除く従業員数で判断すべきであると

主張した。あっせん員は、本件組合に対し、双方の主張に一定の合理性があ

り、どちらか一方を支持することはできない旨を説諭した上で、労働協約や

就業規則等で定めたルールに基づき団交が行われていないことなどを指摘

し、意見聴取を行った。一方、法人に対しては、法人が組合役員の辞任を要

求するような言動があったか否かなど事実関係を確認しつつ意見聴取を行っ

た。労使双方の意見を踏まえ、あっせん員は、個別の問題を取り上げるので

はなく、今後の公平・公正な労使関係のあり方について助言する方向で解決

を促すこととして調整を進め、次のとおりあっせん案を提示し、労使双方が

これを受諾したことにより、元年６月、本件は解決した。 

「１ 組合と法人は、労使対等の精神を尊重し、相互の信頼関係を損なうお

それのある行為を厳に慎むとともに、真摯に労使間の諸問題について協

議・意見交換し、労使間の意思疎通と相互信頼の醸成を図り、公平・公

正で、良好な労使関係の構築に努めること。 

２ 前項の履行に関して、組合と法人で自主的な解決が困難な事態に至っ

たときには、当都道府県労働委員会等の調整によって解決を図ること。」 
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第３章 労働組合の資格審査等 

 
第１節 資格審査の概況 

 
１ 新規係属件数 

令和元年中に全労委に係属した新規係属件数は 492 件で、30 年に比べ 62 件減少

した。 

新規係属件数を事由別にみると、不当労働行為の救済申立てに伴うものが 325 件

で、30 年に比べ４件増加している。なお、全体に占める割合は 66％となっている。

（第 40 表及び巻末統計表第 20 表参照） 

 

 

このほか、委員推薦が 124 件で 46 件の減少、法人登記に伴うものは 40 件で 18 件

の減少、総会決議に伴うものが３件で２件減少している。 

そのうち、中労委における新規係属件数は 88 件で、全て不当労働行為の救済申立

てに伴うものとなっている（巻末統計表第 22 表参照）。 

 

２ 審査 

平成 30 年からの繰越件数 436 件、新規係属件数 492 件の合計 928 件のうち、適

格決定 302 件、取下又は打切 193 件、不適格２件で合計 497 件が終結し、431 件が

２年に繰り越された（巻末統計表第 20 表参照）。 

適格決定がなされた 302 件の内訳は、委員推薦に伴うもの 122 件、不当労働行為

救済申立てに伴うもの 145 件、法人登記に伴うもの 33 件、総会決議に伴うもの 2 件

となっている（巻末統計表第 21 表参照）。 

そのうち、労委規則第 24 条に基づき要件補正の勧告をしたものは 0 件である（巻

末統計表第 22 表参照）。 

 

第40表　資格審査新規係属事由別件数及び構成比率（全労委）
（単位：件、％）

703 614 578 573 554 492 100 100 100 100 100 100
委 員 推 薦 207 146 200 140 170 124 29 24 35 24 31 25
不 当 労 働 行 為 423 426 339 380 321 325 60 69 59 66 58 66
法 人 登 記 70 39 35 52 58 40 10 6 6 9 10 8
総 会 決 議 3 3 4 1 5 3 0 0 1 0 1 1
協 約 拡 張 適 用 0 0 0 0 0 0 - - - - - -

（注）　令和元年年報において、平成30年における件数を修正したため、平成30年の数値とは一致しない。
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第２節 労調法第 37 条違反被疑事件 

 

労調法第 37 条違反被疑事件（公益事業の争議行為の予告違反被疑）についてみる

と、前年からの繰越し事件、令和元年の新規係属事件はともになかった（巻末統計

表第 23 表参照）。 

 

 

第３節 協約の拡張適用 

 

労組法第 18 条に基づく協約拡張適用事件についてみると、前年からの繰越事件、

令和元年の新規係属事件はともになかった（巻末統計表第 24 表参照）。 
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第２編 行政執行法人関係審査・調整等の概要 

 

第１章 不当労働行為の審査 

 
第１節 不当労働行為審査の概況 

 
令和元年は、行政執行法人関係の不当労働行為事件の取扱いはなかった。 

 
 
第２節 行政訴訟事件の概況 

 
令和元年中に取り扱った行政執行法人関係の行政訴訟事件数は、０件である。 
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